
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都や国が⾏なって

いる⼈⼿不⾜対策 
中⼩企業が活⽤できる⼈事関係施策 

（⼀社）東京都中⼩企業診断⼠協会 城東⽀部 

２０２５．７現在 



東京都の人手不足対策 

東京都は、中小企業や特定の業界（観光、介護、IT、建設、運輸など）を中心に、人材の確保・育成・

定着を支援する様々な施策を展開しています。 

ü 地域人材確保総合支援事業：  

• 地域の実情に応じた中小企業の人材確保や、在職者の処遇改善を目的として、区市町村や商工会

等に補助金を交付し、その自主的・先進的な取り組みを支援します。 

• URL: https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/hitodukuri/ 

 

  



ü 中小企業人材確保総合サポート事業（東京しごと財団）：  

• 中小企業の人材確保を総合的にサポートし、コンサルティングやセミナーを通じて支援を提供し

ています。具体的には、人材確保相談窓口、人材確保等に関するセミナー、専門家派遣によるコ

ンサルティング、人材戦略の構築支援 

• URL: https://tokyoshigoto-kigyou.jp/ 
• URL: https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/support/ 

 

  



ü 人材確保の総合支援 / TOKYO はたらくネット：  

• 人材確保に課題を抱える中小企業等に対し、中期的な視点による人材戦略構築・人材マネジメン

トから、幅広い人材の具体的な採用・活用策に至るまで一貫して、総合的に支援します。 

• URL: https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/ 

 

  



ü 観光関連事業者向け人材確保支援：  

• 観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金として、人材確保や人材定着・育成

のための取組支援を実施しています。 

• URL: https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/jinzai/ 

 

ü 令和 7 年度「業界別人材確保強化事業」：  

• 建設業・運輸業など、いわゆる「2024 年問題」（時間外労働の上限規制）による人手不足が懸

念される業界に対し、業界団体を通じて中小企業の人材確保に必要な経費を補助します。 

• URL:https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/gyokai_shien/jinzai_kyouka/kyouka
.html 

ü 企業人財支援事業/振興公社  

• 専門家を中小企業に派遣し、採用から定着までを一貫して支援します。セミナー、相談 

• URL: https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/ 

 



ü 外国人材受入支援：  

• 中小企業と外国人材双方に情報やノウハウを提供し、マッチングを支援する「中小企業の外国人

材受入支援事業」を実施しています。また、外国人社員への日本語教育や受け入れ側の社員の英

語力向上を促進し（外国人社員とのコミュニケーション力向上支援事業）、外国人従業員の定着

促進のための研修費用等に助成金（中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金）を支給

しています。 

• URL: TOKYO はたらくネット（上記の人材確保の総合支援 URL に包含） 

ü 介護分野の人材確保支援：  

• 介護人材の確保、育成、定着に向けた総合的な取り組みとして、奨学金返済・育成支援事業、宿

舎借り上げ支援事業、宿舎施設整備支援事業などを実施しています。東京都福祉人材センターを

通じて、資格取得支援や就職斡旋も行っています。 

• URL: https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html 
• URL: https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kaigo-jinzai.html 

 

都内市区町村の具体的な取り組み 

各市区町村でも、地域の実情に応じた独自の人手不足対策が行われています。 

ü 港区立産業振興センター：  

• 中小企業人材確保支援事業補助金（人材採用経費・求人広告費用等）を設け、区内中小企業

の人材確保を支援しています。 

• URL: https://minato-sansin.com/jinzaikakuhosien/ 
ü 足立区：  

• 中小企業人材育成・資格取得研修費補助金 



• 就業規則作成助成金 

• ホームページ作成・更新補助金 

• URL: https://www.city.adachi.tokyo.jp/shigoto/chushokigyo/jose/index.html 
ü 江戸川区：  

• ものづくり人材育成支援事業助成金 

• ものづくり企業人材確保支援事業助成金 

• ものづくり企業労働環境向上支援事業助成金 

• URL:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosy
a/jyosei/jinzai/index.html 

ü 葛飾区：  

• 女性や高齢者、障害者の方など、あらゆる方にとって働きやすい職場環境づくりによって、人

材確保・人材定着が促進することを目的として、労働環境改善の取組を実施する区内中小企業を

支援します。 

• URL: https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1036547.html 

 



ü 墨田区：  

• 墨田区人材確保・定着支援補助金 

• 1 就業規則の整備等：就業規則の作成・見直し・確認のため、新たに社会保険労務士または

弁護士への相談に要した経費（委託費用等）を補助します。なお、顧問契約料等は対象外です。

補助率：2分の 1、上限 10万円 

• 2 職場の環境整備：作成・見直し・確認を行った就業規則に基づき、区内の事業所で実施す

る、職場の環境整備に要した経費を補助します。補助率：2分の 1、上限 100万円 

• URL: https://www.city.sumida.lg.jp/…smddigital.html 

•  
ü 江東区：  

• 江東しごとサポートセンター https://koto-shigoto.jp/business 

 

 

 

 

 

 



採用・定着支援で中小企業が活用可能な国の施策 

（１）⭐マークは、活用されている事業所が多いと思われる施策です。	
（２）助成金は取り組みの実施後に支給されるため、一時的に企業が費用を立て

替える必要があります。	
（３）審査には時間がかかる場合がありますし、申請したからといって助成が確

約されているわけではありません。	
（４）中小企業が助成金を活用する際は、自社の課題と照らし合わせ、どの助成

金が最適かを見極め、計画的に申請を進めることが重要です。 

 

採用支援策（人材獲得支援） 

中小企業の採用・求人活動を直接支援する国の施策には、以下のようなものがあります

（2025年 6月時点）。 

 

１ トライアル雇用助成金（ハローワーク） 

 ・概要：採用前のお試し雇用（原則3か月間）を実施する企業に対し、1人あたり月額4

万円 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/

page06_00002.html 

 ・おすすめ理由: 採用前に最長 3 ヶ月のお試し雇用ができるため、ミスマッチのリスク

を減らせます。1人あたり月額4万円が支給されるため、採用コストの

負担軽減にもつながります 。 

 

２ 特定求職者雇用開発助成金（ハローワーク） 

 ・概要：高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用

する労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇い入れる事業主に対して助成 

    ・支給額・要件は対象者の属性や企業規模により異なる（例：生活保護受給者や65

歳以上初採用の場合は中小企業で最大60万円（2期分割）等）。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tok

utei_konnan.html 

  ・おすすめ理由: 高齢者や障害者など、就職が困難な方を雇用する際に助成金が支給さ

れます 。これにより、新たな人材の確保と同時に、社会貢献にも繋が

ります 。支給額は対象者や企業規模により異なりますが、生活保護受

給者や65歳以上を初めて採用する場合、中小企業で最大60万円（2期

分割）の支給実績があります 。 



 

 

経済産業省、中小企業庁、中小機構の人事関連支援策 

 

１． 採用支援策 

 

（１） 中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン 

経営者に日々の経営課題の背景に、中核人材の採用、中核人材の育成、業務人材の採

用・育成の 3 つの人材課題（3 つの窓）が潜んでいないか確認してもらい、それに対する

具体的な対応策や支援策を紹介する「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」を

取りまとめました。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/guideline.pdf 

 

（２） 地域の人事部 

経済産業省 経済産業政策局では、地域の企業群が一体となって、地域の自治体・金融

機関・教育機関等の関係機関と連携し、将来の経営戦略実現を担う人材の確保（兼業・

副業含む）や域内でのキャリアステップの構築等を行う総合的な取組「地域の人事部」を

推進しています。 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/index.html 

 

（３） 副業・兼業支援補助金（2024 年で終了？） 

本事業は、労働移動の円滑化を進める観点から、副業に人材を送り出す企業又は副業

の人材を受け入れる企業に対し、これらに要する費用の一部を助成し、費用負担を軽減

することで、副業・兼業の促進を図るものです。 

https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2023/k231006001.html 

 

 

 

２． 賃上げ 

 

（１） 賃上げ促進税制 

中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた

場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html 

 

（２） 奨学金返還支援制度 

従業員の奨学金返還残額を、企業等が日本学生支援機構（通称 JASSO）へ直接送金す

る制度です。 


